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証券コード8202 
平成23年３月15日 

 
株 主 各 位 

東京都千代田区外神田四丁目６番７号 

ラ オ ッ ク ス 株 式 会 社 
代表取締役社長 羅  怡 文 

 
第35期 定時株主総会招集ご通知 

 
拝啓 皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、当社第35期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申し上げます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご
表示いただき、平成23年３月29日（火）午後６時00分までに到着するようご送付いただきたくお
願い申し上げます。 

敬具 

記 
1. 日    時 平成23年３月30日（水）午前10時 

（開催日が前回定時株主総会の日（平成22年６月29日）に応当する日と離
れていますのは、第35期より当社の事業年度の末日を３月31日から12月
31日に変更したためであります｡） 

2. 場    所 東京都千代田区神田佐久間町一丁目15番地 
当社 MUSICVOX秋葉原 10階 会議室 

3. 会議の目的事項   
 報告事項 1. 第35期（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで） 

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件 

  2. 第35期（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで） 
計算書類報告の件 

 決議事項   
  第１号議案 定款一部変更の件 
  第２号議案 取締役７名選任の件 
  第３号議案 監査役１名選任の件 
  第４号議案 会計監査人選任の件 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
お 願 い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ

いますようお願い申し上げます。 
お知らせ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場

合には、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.laox.co.jp)に掲載させ
ていただきます。 
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添 付 書 類 
 

事 業 報 告 

(平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで) 

 

1.  企業集団の現況に関する事項 
 (1) 事業の経過及びその成果 

① 経営環境の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、急速な円高の進行や先の見えないデフレーショ

ン、また厳しい雇用情勢が続き消費マインドは依然として改善せず国内経済の縮小傾向が

顕著となった１年でした。他方で、エコポイントによる家電製品の駆け込み需要や観光立

国化を目指す「訪日外国人3,000万人プログラム」など政府主導の経済政策も見られ、国

をあげて国内経済を活発化していこうとする動きが本格稼働しはじめた１年でもありまし

た。 

特に、観光庁が平成22年を「ビジット・ジャパン・イヤー」と定めビザの緩和や航空便

の乗り入れ規制の緩和等を実施し、また米国経済の回復や中国を中心とするアジア圏の隆

盛もあいまって日本への観光客が急速に増加し、かつ日本企業が飽和した国内市場から新

たなマーケットを海外へと求め進出する動きが活発化するなど、日本全体がグローバル化

の刺激を一斉に受けはじめた象徴的な１年でした。 

このような状況の中、当社グループでは「国内店舗事業」｢中国出店事業」｢貿易仲介事

業」を主要３事業に据えた「中期経営計画」を達成すべく邁進いたしました。 

｢国内店舗事業」の取り組みといたしましては、４月に新宿東口に時計専門店 ｢WATCH.｣、

同月お台場に総合家電免税店「ラオックス ヴィーナスフォート店｣、９月に大阪市に総

合家電免税店「ラオックス 上海新天地店｣、11月に松坂屋銀座店内に総合家電免税店

「ラオックス 銀座松坂屋店」の計４店舗を新規オープンいたしました。 

｢中国出店事業」の取り組みといたしましては、６月に中国上海市に楽器専門店「MUSIC 

VOX上海遠東店」を出店し、中国出店への礎を築きました。 

｢貿易仲介事業」の取り組みといたしましては、多くの企業との協議を継続している中

で、11月に１社と業務委託契約を締結し、海外へ進出する企業と中国を結ぶゲートウェイ

ビジネスを稼働いたしました。また、PB商品の開発も順調に進み当連結会計年度は２種の

商品の販売を開始いたしました。 

このように中期経営計画に基づく事業展開を積極的に推進し先行投資を行い、中期経営

計画の１年目として、方向性としては十分な手応えを感じております。しかしながら、当

連結会計年度は中期経営計画達成の為の第一段階にあり、かつ事業基盤の安定化にむけて

様々な施策に取り組んでいる真っ只中にあることから外部環境の影響を受けやすい脆弱な

面も一部顕在化しました。当社といたしましては、今後も引き続き事業基盤の強化を図り
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目標達成にむけてグループ全体として真摯に取り組んでいく所存でございます。 

これらの取り組みの結果、当連結会計年度の業績は、売上高94億31百万円、営業損失２

億43百万円、経常損失１億84百万円、当期純損失49百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(イ) 物品販売事業 

当事業部門におきましては、新規出店や海外からの観光客の増加による免税品の売

上が順調に推移いたしましたが、急激な円高の進行や日中関係の影響等により後半鈍

化傾向にありました。利益に関しましては、新規出店に伴う出店関連費用の増加や広

告宣伝活動、さらに海外事業の拡大に向けての人材の獲得や商品開発等の費用が先行

する形となりました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は88億96百万円、営業利益は２億72百万円

となりました。 

(ロ) 不動産賃貸事業 

当事業部門におきましては、当社グループの所有物件の売却は一段落したものの景

気の低迷による空物件へのリーシングが進まず、売上高は４億73百万円、営業損失は

79百万円となりました。 

(ハ) その他の事業 

当事業部門におきましては、事業規模の縮小により、売上高は61百万円、営業利益

は１百万円となりました。 

 

② 次期の見通し 

世界経済は昨年以降リーマンショックに端を発した大不況の影響から脱しつつあり、ま

た、中国をはじめとしたアジア新興国の経済高度成長は次期も継続し、その消費購買力も

軒並み拡大を続けるものと思われます。とりわけ、国内の経済成長が鈍化する中で成長国

の外需を日本の内需へ取込もうとする動きが活発化していることや、日本企業の海外進出

が盛んになっていることからも、グローバル化による経済の立て直しがさらに加速するこ

とが予想されます。 

こうした中、当社におきましては、｢中期経営計画」の２年目を迎え、１年目の課題を

克服していくと同時に３年目の目標達成に向けての基盤作りと更なる成長に向けての取り

組みを継続していきます。 

すなわち「国内店舗事業」におきましては既存店の強化と新規出店を行い、国内海外問

わずお客様がショッピングを気軽に楽しめる店舗作りを継続的に実現してまいります。

｢中国出店事業」におきましてはJapanese-LifeStyleを体現する日本商品の流通ネットワ

ークの構築をすべく中国蘇寧電器内にショップインショップという形式で店舗展開を加速

してまいります。｢貿易仲介事業」におきましては日中間商品流通のゲートウェイとして

の役割を明確化していくとともに、PB商品の開発をさらに強化し安定供給を図ってまいり

ます。 
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これらの施策により、次期は黒字化する見込みであります。第36期（平成23年12月期）

は、連結売上高200億12百万円、連結営業利益３億35百万円、連結経常利益３億61百万円、

当期純利益３億39百万円を見込んでおります。 

 

 (2) 対処すべき課題 

当社グループにおいては、引き続き「中期経営計画」に定めた主要３事業を積極的に取り

組んでまいりますが、当社グループにおける新たな取り組みである「海外出店事業」ならび

に ｢貿易仲介事業」を軌道に載せることが喫緊の課題であります。 

また、｢日本人・外国人の区別なくショッピングを楽しんでいただける店」を基本コンセ

プトとする店舗スタイルの確立のため、家電量販業を基盤としつつ、さらに専門性、国際化

を強化・推進していくことも重要な課題となります。 

以上の課題解決のための収益性の向上、新たな体制作り、人材の確保・育成、顧客サービ

スの向上等の課題に対処してまいります。 

 

 (3) 資金調達の状況 

当連結会計年度において、運転資金及び店舗改装費用に充当するため、平成22年６月に蘇

寧電器股份有限公司の孫会社であるGRANDA MAGIC LIMITED及び日本観光免税株式会社による

新株予約権行使により400百万円を、平成22年９月に蘇寧電器股份有限公司の孫会社である

GRANDA MAGIC LIMITED及び日本観光免税株式会社を割当先とする第三者割当増資により

2,500百万円を調達いたしました。 

 

 (4) 財産及び損益の状況の推移 
  ① 企業集団の財産及び損益の状況 
 

区      分 
第 32 期 

平成20年３月期
第 33 期 

平成21年３月期
第 34 期 

平成22年３月期

第 35 期 
(当連結会計年度) 
平成22年12月期 

売 上 高(百万円) 58,981 40,648 9,693 9,431 

経 常 損 益(百万円) △  5,189 △  6,385 △  2,050 △   184 

当 期 純 損 益(百万円) △  5,992 △  12,558 △  2,536 △    49 

１株当たり当期純損益(円・銭) △  88.26 △  208.27 △  14.45 △   0.19 

総 資 産(百万円) 29,394 12,461 7,555 9,118 

純 資 産(百万円) 18,014 4,541 3,504 6,090 
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  ② 当社の財産及び損益の状況 
 

区      分 
第 32 期 

平成20年３月期
第 33 期 

平成21年３月期
第 34 期 

平成22年３月期

第 35 期 
(当事業年度) 

平成22年12月期 

売 上 高(百万円) 56,094 38,264 9,519 9,326 

経 常 損 益(百万円) △  4,574 △  5,197 △  1,954 △   159 

当 期 純 損 益(百万円) △  8,079 △  11,852 △  2,422 △    3 

１株当たり当期純損益(円・銭) △  118.99 △  196.57 △  13.80 △   0.01 

総 資 産(百万円) 27,051 11,807 7,084 8,721 

純 資 産(百万円) 16,436 4,075 3,153 5,785 
 
(注) 当事業年度は、決算期変更により４月から12月までの９ヶ月間となっております。 

 
 (5) 重要な子会社の状況 

   重要な子会社の状況 
 

会   社   名 所 在 地 資本金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容 

  百万円 ％  
株 式 会 社 庄 子 デ ン キ 

 
東 京 都
千代田区

450 
 

99.9 
 

不動産賃貸業 

株 式 会 社 ダ イ オ ー 
シ ョ ッ ピ ン グ プ ラ ザ 

東 京 都
千代田区

195 
 

100.0 
 

不動産賃貸業 

神 田 無 線 電 機 株 式 会 社 
 

東 京 都
千代田区

80 
 

100.0 
 

不動産賃貸業、リサイクル商品
販売業 

青 葉 ラ イ フ フ ァ ミ リ ー 
株 式 会 社 

東 京 都
千代田区

10 
 

100.0 
 

保険代理業 

 
当社の連結子会社は上記の４社であります。なお、ラオックスヒナタ株式会社は、平成22

年５月19日に清算結了しております。 

 

 (6) 主要な事業内容 

当社の企業グループは、当社及び子会社４社で構成され、家庭用電化製品､ 情報機器、楽器、

各種ソフト等の国内外メーカー品を扱う家電量販店としての物品販売事業を主とし、他に不動

産賃貸業及びその他の事業としてリサイクル商品販売業を展開しております。 
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 (7) 主要な事業所 

① 当 社 事 務 所 東京都千代田区 

  ② 店      舗 
 

区      分 直 営 店 子会社・関連会社店 合     計 

東 京 都 7 店 ― 店 7 店 

千 葉 県 ―  1  1  

大 阪 府 1  ―  1  

計 8  1  9  

 
 (8) 従業員の状況（平成22年12月31日現在） 
 
  ① 当社グループ従業員の状況 
 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 増減(名) 

物 品 販 売 事 業 
166 

(161) 

+47 

(+30) 

そ の 他 の 事 業 
1 

( 4) 

△1 

(△6) 

合 計 
167 

(165) 

+46 

(+24) 
 
 (注) 1. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グル

ープへの出向者を含む就業人員であります。 

    2. 従業員数欄の（外書）は、パートタイマー等の臨時従業員数であります。 
 
  ② 当社の従業員の状況 
 

従 業 員 数 （名） 前期末比増減（名） 

166 
(161) 

 
47 
40 

 

 
 (注) 1. 従業員数欄の（外書）は、パートタイマー等の臨時従業員数であります。 

 

 (9) 主要な借入先の状況 

   平成22年12月31日現在において、借入金はございません。 
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2. 会社の株式に関する事項（平成22年12月31日現在） 

(1) 発行可能株式総数 ９億7,000万株 

うち普通株式

A種優先株式

９億5,000万株

2,000万株

 

  

(2) 発行済株式数 287,670,774株（自己株式の数 4,067,259株を除く｡) 

うち普通株式

A種優先株式

287,670,774株

0株

（自己株式の数 4,067,259株を除く｡) 

 

(3) 単元株式数 1,000株

 

(4) 株主総数 8,974名（自己株式分１名を除く｡) 

 
 (5) 大株主 

  普通株式 
 

株    主    名 持 株 数 出 資 比 率 

Ｇ Ｒ Ａ Ｎ Ｄ Ａ  Ｍ Ａ Ｇ Ｉ Ｃ  Ｌ Ｉ Ｍ Ｉ Ｔ Ｅ Ｄ 98,603 千株 34.28 ％ 

日 本 観 光 免 税 株 式 会 社 72,992 25.37  

ラオックス投資事業有限責任組合無限責任組合員 マイルスト
ー ン タ ー ン ア ラ ウ ン ド マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社

14,600 5.08  

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 12,972 4.51  

澤 田 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 7,777 2.70  

エ イ チ ・ エ ス 証 券 株 式 会 社 3,622 1.26  

有 限 会 社 谷 口 開 発 2,111 0.73  

朝 日 無 線 電 機 株 式 会 社 1,281 0.45  

株 式 会 社 だ い こ う 証 券 ビ ジ ネ ス 1,078 0.37  

マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 1,018 0.35  
 
 (注) 1. GRANDA MAGIC LIMITEDは、蘇寧電器股份有限公司が出資している会社であります。 
    2. 出資比率は自己株式4,067,259株を控除して計算しています。 
    3. 当社は自己株式4,067,259株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 
    4. 持株数は、千株未満切捨てて表記しております。 
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3. 会社の新株予約権等の状況（平成22年12月31日現在） 

当社役員が所有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 

   平成17年６月29日開催の株主総会決議による新株予約権 

  ① 新株予約権の払込金額 

    無償 

  ② 新株予約権の行使金額 

    １個につき351円 

  ③ 新株予約権の行使条件 

    新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社または子会社の取

締役もしくは従業員の地位であることを要する。 

    ただし、任期満了による退任及び定年退職その他正当な理由のある場合は、当該退任ま

たは退職の日から２年間（当該期間に行使期間が終了する場合には、平成27年５月31日ま

でとする｡）は行使できるものとする。 

    この条件は、第29期定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新

株予約権者との間で締結する契約の定めるところによる。 

  ④ 新株予約権の行使期間 

    平成19年７月１日から平成27年５月31日まで 

  ⑤ 当社役員の保有状況 

    該当事項はありません。 
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4. 会社役員に関する事項 
 (1) 取締役及び監査役の状況 
  ① 取締役及び監査役 
 

地   位 氏   名 担当及び重要な兼職の状況 

代 表 取 締 役 社 長 羅  怡 文 
中文産業株式会社代表取締役 
株式会社ラクラクコミュニケーションズ代表取締役 
日本観光免税株式会社代表取締役 

取 締 役 蒋  勇 蘇寧電器股份有限公司チェーン発展本部執行総裁 

取 締 役 ト  揚 
蘇寧電器股份有限公司営業販売本部執行副総裁 
兼同社マーケティング企画管理本部総監 

取 締 役 王  哲 蘇寧電器股份有限公司営業本部執行副総裁 

取 締 役 韓  楓 蘇寧電器股份有限公司証券事務代表 

取 締 役 早 瀨 恵 三 
マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社
代表取締役 

取 締 役 根 本 敏 男 
マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社
社外取締役 

常 勤 監 査 役 花 田 房 雄  

監 査 役 西 澤 民 夫 株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役 

監 査 役 石 渡 隆 生 株式会社グッドホープ総研代表取締役 
 
(注) 1. 取締役早瀨恵三、根本敏男の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

2. 監査役西澤民夫、石渡隆生の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 
3. 監査役西澤民夫氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。 

 
  ② 執行役員 

 
会社における地位 氏   名 担      当 

執 行 役 員 田 之 上  真  人 副社長 兼 商品本部本部長 

執 行 役 員 西 口  泉 海外本部本部長 
 
(注) 1. 当社は、取締役を兼務している執行役員はおりません。 

2. 当社は、社会・経済情勢の変化に機動的に対応し、より迅速な意思決定と業務執行を図ることを
目的として、執行役員制度を導入しております。 
3. 平成22年12月11日、執行役員の地位にありました呉 豊穂氏は、退職により退任いたしました。 

 
 (2) 取締役及び監査役の報酬等の額 
   当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬は、以下のとおりであります。 

 
区   分 支 給 数 支  給  額 摘   要 

取 締 役 
(社外取締役) 

7名 
(2) 

14百万円 
(2) 

 

監 査 役 
(社外監査役) 

3名 
(2) 

7百万円 
(2) 

 

計 10名 22百万円  
 
(注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成３年６月27日開催の第15回定時株主総会決議により、年額250,000千

円と定められております。 
2. 監査役の報酬限度額は、昭和63年６月29日開催の第12回定時株主総会決議により、年額30,000千
円と定められております。 
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 (3) 社外役員に関する事項 
  ① 当事業年度における主な活動状況 
 

区   分 氏   名 主な活動状況 

取 締 役 早 瀨 恵 三 
４月１日～12月31日の取締役会18回開催、17回出席。 
経営面中心に、業績内容の分析、経営改善やIR・広報の
あり方について発言、指導、監督。 

取 締 役 根 本 敏 男 
４月１日～12月31日の取締役会18回開催、17回出席。 
資金管理や業務執行について発言、指導、監督。 

監 査 役 西 澤 民 夫 

４月１日～12月31日の取締役会18回開催、14回出席。 
コンプライアンス、リスク管理面から、経営問題につい
て発言、提言、指導。監査役会12回開催、11回出席。監
査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協
議等を実施。 

監 査 役 石 渡 隆 生 

４月１日～12月31日の取締役会18回開催、15回出席。 
コーポレートガバナンス構築のアドバイスやインサイダ
ー防止の啓発等に力点をおいた法令遵守中心に、発言、
指導。監査役会12回開催、10回出席。監査結果について
の意見交換、監査に関する重要事項の協議等を実施。 

 

  ② 責任限定契約の内容の概要 

    当社は、会社法第427条第１項及び定款第33条（取締役の責任免除）第２項、及び第41

条（監査役の責任免除）第２項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、損害

賠償責任を限定する契約を締結しており、その責任限度額は、法令が限定する額としてい

ます。 

  ③ 社外取締役・社外監査役の重要な兼職先と当社との関係 

早瀨恵三氏は、マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社代表取締役を兼

任しております。なおマイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社は当社との

間に取引関係はありません。 

根本敏男氏は、マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社社外取締役を兼

任しております。なおマイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社は、当社と

の間に取引関係はありません。 

西澤民夫氏は、株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役を兼任しております。なお株式

会社高滝リンクス倶楽部は当社との間に取引関係はありません。 

石渡隆生氏は、株式会社グッドホープ総研代表取締役を兼任しております。なお株式会

社グッドホープ総研は当社との間に取引関係はありません。 
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5. 会計監査人の状況 
 (1) 会計監査人の名称 

    清和監査法人 

 

 (2) 報酬等の額 

  ① 当事業年度に係る報酬等の額                   26百万円 

  ② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額   26百万円 
 

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業
年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

 

 (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

   当社は、会計監査人の解任または不再任の決定に関しては、会社法第340条第１項に照ら

し合わせて判断いたします。 
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6. 業務の適正を確保するための体制 
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」に

ついて、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。 
 

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制 
当社はコンプライアンスに係る委員会を設置し、取締役および使用人が法令、定款その

他社内規程および社会規範等を遵守した行動の指針とする規程およびマニュアル等を定め
て、その周知徹底を図るとともに、法令、定款その他社内規程および社会規範等に違反す
る行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を整備し、コンプライアンス体制の
構築、維持、向上を図る。なお、内部監査室は、コンプライアンスの実施状況を内部監査
する。また、当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅
然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。 

 
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を
文書取扱規程および情報セキュリティ管理規程等の社内規程に従って適切に保存、管理し
必要に応じて保存および管理状況の検証、規程等の見直しを行う。 

 
(3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

当社は、事業活動にかかわる様々なリスクの管理と顕在化を未然に防止するため、内部
監査室、法務室においてリスク情報を収集分析して、予兆の早期発見を図るとともに、万
一、リスクが発生した時には、コンプライアンス委員会、取締役会に報告し、迅速かつ的
確な施策が実施できるようにリスク管理規程およびマニュアル等を整備して、リスク管理
体制の構築、維持、向上を図る。 

 
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、取締役会規則により定めている事項および
その付議基準に該当する事項は、全て取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決
定を行う。取締役会で定期的に職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性および効率
性の監督を行う。日常の職務執行については、職務権限および業務分掌等の規程に基づき
権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要
に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の構
築、維持、向上を図る。 

 
(5) 当該株式会社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確

保するための体制 
当社子会社、関連会社の機関設計について、適正化を図る為原則として、取締役会およ

び監査役設置会社とする。当社の管理本部において子会社、関連会社の業務執行を管理し
統括する。また、監査役、内部監査室において子会社関連会社の監査も行い結果について
当社取締役会へ報告する。 
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(6) 監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項 
監査役がその職務の執行の補助者を必要とする時は、まず第一には、内部監査室に監査

役の職務の執行の補助を委嘱する。なお、必要に応じて取締役会が、監査役と協議し当該
使用人を任命および配置することができる。当該使用人を任命配置した場合、監査役会、
監査役の命令に従い職務を行う。 

 
(7) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役の補助者である内部監査室の社員の人事異動、人事考課等については、監査役会、
監査役の意見を聞き尊重するものと致します。補助する使用人を配置した場合、その使用
人の人事異動、人事考課等については、監査役会、監査役の意向を尊重し同意を得るもの
とします。 

 
(8) 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体

制 
取締役および使用人は、次の事項を監査役に報告するものとする。会社に著しい損害を

及ぼす恐れがある事実を発見した時は、その事実に関する事項。法令、定款に違反する行
為を発見した場合、またその恐れがある場合は、その事実に関する事項。内部監査室の内
部監査の結果。 

 
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査の実効性を確保するため、監査役がその職務を執行するために必要と判断した時は、
いつでも取締役又は使用人に対して調査、報告等を要請し、重要な会議、委員会等に出席
する。また、監査役会は、代表取締役および会計監査人と定期的に意見交換する。 

 
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社は、財務報告の信頼性を確保する為に委員会を設置し、財務報告に係る内部統制が
有効に行われる体制の構築、維持、向上を図る。また、その体制が適正に機能することを
継続的に検証する為に内部監査室が監査を実施し、必要な是正を行うものとする。 

 

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針 
当社は、株主の皆様に対する適切な利益配分が重要な経営課題の一つであると強く認

識しております。また、当社の剰余金配当は、期末配当の年１回を基本的な方針として
おり、かつ、会社法第459条第１項各号の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役
会決議により基準日を定めず配当することができる旨を定款に定めております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 

(平成22年12月31日現在)
 

資   産   の   部 負   債   の   部 

科         目 金    額 科         目 金    額 

 

流 動 負 債 

支 払 手 形 及 び 買 掛 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

ポ イ ン ト 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債 

長 期 未 払 金

長 期 預 り 保 証 金

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

資 産 除 去 債 務

繰 延 税 金 負 債

そ の 他

百万円 

1,513 

769 

514 

33 

6 

38 

151 

1,513 

0 

682 

331 

319 

131 

19 

28 

負 債 合 計 3,027 

純  資  産  の  部 
 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 

その他有価証券評価差額金 
 

 
6,096 

3,450 

2,768 

303 

△425 

△5 

△5 
 

 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 

商 品 及 び 製 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

未 収 入 金 

１年内回収予定の差入保証金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

車 両 運 搬 具 

器 具 備 品 

土 地 

無 形 固 定 資 産 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

関 係 会 社 株 式 

長 期 貸 付 金 

敷 金 保 証 金 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

繰 延 資 産 

株 式 交 付 費 

百万円

3,932 

518 

496 

2,023 

6 

329 

130 

57 

369 

△0 

5,176 

1,174 

1,003 

0 

149 

20 

68 

3,933 

16 

70 

133 

3,764 

443 

△496 

9 

9 純 資 産 合 計 6,090 

資 産 合 計 9,118 負 債 純 資 産 合 計 9,118 
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連 結 損 益 計 算 書 

(平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで)

 
科        目 金        額 

  百万円 

売 上 高 9,431  

売 上 原 価  7,258  

売 上 総 利 益  2,172  

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  2,416  

営 業 損 失  243  

営 業 外 収 益    

受 取 利 息 及 び 配 当 金 12    

仕 入 割 引 21    

為 替 差 益 22    

そ の 他 29  86  

営 業 外 費 用    

支 払 利 息 15    

売 上 割 引 6    

そ の 他 5  27  

経 常 損 失  184  

特 別 利 益    

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 戻 入 額 246    

ポ イ ン ト 引 当 金 戻 入 額 86    

そ の 他 99  431  

特 別 損 失    

減 損 損 失 1    

固 定 資 産 除 却 損 0    

店 舗 整 理 損 29    

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 33    

資産除去債務会計基準の適用による影響額 188    

そ の 他 22  276  

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失  28  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6    

法 人 税 等 調 整 額 14  21  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 損 失  49  

当 期 純 損 失  49  
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連結株主資本等変動計算書 

(
平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで) 

  
株   主   資   本 

 
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計 

平成22年３月31日残高(百万円) 2,000 9,355 △7,422 △426 3,506 

連結会計年度中の変動額   

新 株 の 発 行 1,250 1,250  2,500 

新 株 の 発 行 
(新株予約権の行使) 

200 200  400 

欠 損 填 補 △7,774 7,774  ― 

当 期 純 損 失 △49  △49 

自己株式の取得 △261 △261 

自己株式の処分 1 1 

自己株式の消却 △261 261 ― 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

 ― 

連結会計年度中の変動額合計(百万円) 1,450 △6,586 7,725 0 2,589 

平成22年12月31日残高(百万円) 3,450 2,768 303 △425 6,096 

 
 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
純資産合計 

平成22年３月31日残高(百万円) △1 △1 3,504 

連結会計年度中の変動額  

新 株 の 発 行 ― 2,500 

新 株 の 発 行 
(新株予約権の行使) 

― 400 

欠 損 填 補 ― ― 

当 期 純 損 失 ― △49 

自己株式の取得 ― △261 

自己株式の処分 ― 1 

自己株式の消却 ― ― 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

△3 △3 △3 

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △3 △3 2,586 

平成22年12月31日残高(百万円) △5 △5 6,090 
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連 結 注 記 表 
 
 1. 連結の範囲に関する事項 
  (1) 連結子会社の数 ４社 株式会社庄子デンキ 
  株式会社ダイオーショッピングプラザ 
  神田無線電機株式会社 
  青葉ライフファミリー株式会社 
    前連結会計年度の平成21年６月22日開催の取締役会において解散及び清算の決議をいたしまし

た、連結子会社であるラオックスヒナタ株式会社は、平成22年５月19日に清算結了いたしました。 
  (2) 主要な非連結子会社の名称等 

楽購思（上海）商貿有限公司 
    当連結会計年度の平成22年３月３日開催の取締役会において、中国出店事業・貿易仲介事業の

ため現地法人設立の決議を行い承認可決し、平成22年５月17日に中国に100％子会社を設立し、
同年６月18日には､「MUSICVOX上海遠東店」をオープン致しましたが、当連結会年度において総
資産、売上高、当期純損失及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に影響を及ぼしていない
ため、連結の範囲から除いております。 

 
 2. 持分法の範囲に関する事項 
    持分法を適用していない非連結子会社（楽購思（上海）商貿有限公司）は、当期純損失（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財
務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から
除外しております。 

 
 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 
    株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を３月31日から12月31日に変更いたしま

した。これに伴い当連結会計年度は、平成22年４月１日から平成22年12月31日までの９ヵ月とな
っております。 

    また、これに伴い全ての連結子会社も同様の決算期変更を行っております。 
 
 4. 会計処理基準に関する事項 
  (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
   ① 有価証券 
      その他有価証券 
       時価のあるもの…… 連結決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
       時価のないもの…… 移動平均法による原価法 
      関係会社株式………… 移動平均法による原価法 
   ② たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準は、原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっております。 

 
       商 品… 先入先出法 

書籍及びAVソフト等の一部については売価還元法に基づく原価法（貸借対照表
価額については収益性の低下による簿価切り下げの方法） 

       貯蔵品… 終仕入原価法に基づく原価法 
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  (2) 固定資産の減価償却の方法 
   ① 有形固定資産 
      定額法によっております。 
      なお、主要な耐用年数は以下の通りであります。 
      建物(建物附属設備)  ２～39年 
      その他        ２～15年 
   ② 無形固定資産 
      定額法によっております。 
      なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 
      ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 
   ③ 長期前払費用（投資その他の資産「その他」に含む｡） 
      店舗を賃借するために支出する権利金等は当該賃貸借期間により期限内均等償却の方法に

よっており、その他は法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 
  (3) 繰延資産の処理 
    株式交付費…支出時に資産計上しているため、３年で定額法により償却しております。 
  (4) 重要な引当金の計上基準 
   ① 貸倒引当金 
      債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。 

   ② 退職給付引当金 
      従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務から適格退職年

金資産評価額を控除して算出し、簡便法により計上しております。 
   ③ 役員退職慰労引当金 
      連結計算書類作成会社では役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員の退職慰労金に関

する内規に基づく期末要支払額を計上しております。ただし、連結計算書類作成会社では業
績の状況を勘案し、当連結会計年度中の在任期間に対する退職慰労金については支給しない
ことを取締役会で決議しており、引当金の繰入は行っておりません。 

   ④ ポイント引当金 
      当社及び当社と同様の事業を営む連結子会社は、将来の「ラオックスメンバーズカード」

の使用による費用発生に備えるため、使用実績率に基づき翌連結会計年度以降に利用される
と見込まれるポイントに対して見積額を計上しております。 

  (5) 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準 
 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。 

  (6) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 
   ① 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
   ② 百万円未満の端数処理については連結計算書類の各数値をそれぞれ切捨て表示しております。 
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 5. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更 

① 連結の範囲に関する事項の変更 
Ⅰ 当連結会計年度において、ラオックスヒナタ株式会社は清算結了したため、連結の範囲から

除外しております。 
Ⅱ 当連結会計年度において、楽購思（上海）商貿有限公司を設立いたしましたが、当連結会計

年度においては、重要性がないため、連結の範囲及び持分法の適用範囲から除外しております。 
② 会計処理基準に関する事項の変更 

当連結会計年度より、｢資産除去債務に関する基準｣（企業会計基準第18号 平成20年３月31
日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当連結会計年度の営業損失及び経常損失がそれぞれ14,208千円増加し、税金等
調整前当期純損失が202,909千円減少しております。また当会計基準等の適用開始による資産
除去債務の変動額は128,997千円であります。 

③ 表示方法の変更 
(連結貸借対照表関係) 
 前連結会計年度に区分掲記しておりました「長期未払金」は当連結会計年度において重要性が
なくなったことから「その他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度において「その他」に含まれる「長期未払金」は231千円であります。 
 
(連結損益計算書関係) 
Ⅰ ｢連結財務諸表に関する会計基準｣（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「会

社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令｣（平成21年３月27日 法務省令第７
号）が平成22年４月１日以後開始する連結会計年度の期首からの適用により、当連結会計年度
では、新たに「少数株主損益調整前当期純損失」の科目で表示しております。 

Ⅱ 前連結会計年度において区分掲記しておりました「貸倒引当金戻入額」は当連結会計年度に
おいて重要性がなくなったことから「その他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度において「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は5,143千円で
あります。 

Ⅲ 前連結会計年度において区分掲記しておりました「固定資産除却損」は当連結会計年度にお
いて重要性がなくなったことから「その他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度において「その他」に含まれる「固定資産除却損」は833千円であり
ます。 

 
 6. 連結貸借対照表の注記 
  (1) 担保提供資産 
    建物及び構築物 121百万円
    土地 14百万円

 なお、上記担保のほか、将来回収予定の不動産賃貸収入270百万円を、譲渡担保とし
て差し入れております。 

  (2) 担保に関する債務 
    未払金 289百万円
  (3) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 2,576百万円
 
 7. 連結損益計算書の注記 
  (1) 固定資産除却損は、主に器具備品にかかわるものであります。 
  (2) 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価の切り下げ額 
                   売上原価 146百万円
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 8. 連結株主資本等変動計算書の注記 
  (1) 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 245,142 46,596 ― 291,738 

A種優先株式(千株) 1,500 ― 1,500 ― 

合計 246,642 46,596 1,500 291,738 

  (変動事由の概要) 

普通株式 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権行使による増加          20,000千株 
第三者割当増資による増加          26,596千株 

Ａ種優先株式 
減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

自己株式の消却による減少          2,500千株 

 
  (2) 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 4,064 2 ― 4,067 

A種優先株式(千株) 300 1,200 1,500 ― 

合計 4,364 1,202 1,500 4,067 

  (変動事由の概要) 

普通株式 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加          2千株 
Ａ種優先株式 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
取得請求権行使に基づく取得による増加    1,200千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 
自己株式の消却による減少          1,500千株 

 

  (3) 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(千株) 

会社名 内訳 
目的となる

株式の種類
前連結

会計年度末
増加 減少 

当連結 

会計年度末 

当連結会計

年度末残高

(百万円) 

第１回新株予約権 普通株式 257 ― ― 257 ― 
当社 

第２回新株予約権 普通株式 20,000 ― 20,000 ― ― 

合計 20,257 ― 20,000 257 ― 

(注) 1. 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

    2. 目的となる株式の数の変動事由の概要 

     第２回新株予約権の減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。 
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 9. 金融商品の注記 
  (1) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 
 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達について
は銀行等からの借入による方針です。 

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 
 営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の
信用状況を定期的に把握しております。 
 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関
しては、定期的に時価や発行会社の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保
有状況を定期的に見直しております。 
 貸付金並びに敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。当該リ
スクに関しては、定期的に取引先企業の財務状況等を把握し、回収懸念の早期把握を図って
おります。 
 営業債務である買掛金並びに未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。 
 借入金は、為替の変動リスクに晒されております。 
 また、営業債務や未払金、借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループ
では、月次資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。 

  (2) 金融商品の時価等に関する事項 
 平成22年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通
りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めており
ません（(注２）参照)。 

(単位：百万円) 
 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1) 現金及び預金 518 518 ─ 

(2) 受取手形及び売掛金 496 496 ─ 

(3) 未収入金 ※１ 326 326 ─ 

(4) １年内回収予定の差入保証金 130 130 ─ 

(5) 投資有価証券 ※２ 11 11 ─ 

(6) 長期貸付金 ※１ 22 22 0 

資産合計 1,506 1,505 0 

(1) 支払手形及び買掛金 769 769 ─ 

(2) 未払金 514 514 ─ 

負債合計 1,283 1,283 ─ 
 
※１ 未収入金及び長期貸付金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。 
※２ 非上場株式（連結貸借対照表計上額５百万円）は、市場性がなく、かつ将来キャッシュ・フロ

ーを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため､「(5）投資有
価証券」には含めておりません。 
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 (注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
     資産 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 未収入金、(4) １年内回収予定の差
入保証金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によって評価しております。 

(5) 投資有価証券 
 これらの時価については、株式の取引所の価格によっております。 

(6) 長期貸付金 
 これらの時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に
信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

 
     負債 

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払金 
 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によって評価しております。 

 
    2. 時価を把握することが極めて困難な金融商品 
 

(単位：百万円) 
 

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 ※１ 5 

関係会社株式 ※１ 70 

敷金保証金 ※２ 3,764 

長期預り保証金 ※３ 682 
 
※１ 非上場株式、関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められるため、時価開示の対象としておりません。 
※２ 仕入先に対して預託している保証金、並びに賃借物件において賃貸人に預託している敷金及び

保証金は、市場価格がなく、実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理的
なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象として
おりません。 

※３ 賃貸物件における賃借人から預託されている長期預り保証金は、市場価格がなく、実質的な預
託期間を算定することが困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが
極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。 
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    3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 
(単位：百万円) 

 
 １年以内 １年超５年以内 ５年超 

現金及び預金 518 ─ ─ 

受取手形及び売掛金 496 ─ ─ 

未収入金 329 ─ ─ 

１年内回収予定の差入保証金 130 ─ ─ 

長期貸付金 2 19 ─ 

合計 1,478 19 ─ 

 
10. 賃貸等不動産の注記 

    当社グループでは、千葉県その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸等不

動産を所有しております。なお、賃貸等不動産の一部については、当社及び一部の子会社が使用

しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。 

    これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対

照表計上額、当期増減額及び時価は、次の通りであります。 

(単位：百万円) 
 

連結貸借対照表計上額 
 

前期末残高 当期増減額 当期末残高 
当期末の時価 

賃貸等不動産 16 △1 14 19 

賃貸等不動産として 
使用される部分を含む不動産 

707 24 731 509 

 
(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金

額であります。 
2．賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の当期増減額のうち、主な増加は、賃貸
等不動産の建物附属設備（6,333千円）であり、主な減少額は賃貸等不動産の減価償却費 
(16,171千円）であります。 
3．当期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて算出し
ております。なお、重要性が乏しい賃貸等不動産につきましては、適正な帳簿価額を時価と
しております。 
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 また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成22年12

月期における損益は、次の通りであります。 

(単位：百万円) 
 

 賃貸収益 賃貸費用 差額 その他損益 

賃貸等不動産 ─ 1 △1 △3 

賃貸等不動産として 
使用される部分を含む不動産 

198 219 △21 △11 

 
(注) 1. 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理とし

て当社及び一部の子会社が使用している部分を含むため、当該部分の賃貸収益は計上してお
りません。 
2. その他損益は、主に賃貸等不動産の売却によるものであります。 

 
11. 資産除去債務に関する注記 
  (1) 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの  

① 当該資産除去債務の概要 
当社グループは、物品販売事業および不動産賃貸事業における店舗並びに事務所の一部につ

いて賃貸借契約に基づき原状回復義務を負っており、当該契約における賃借期間終了時の原状
回復義務に関し資産除去債務を計上しております。 

② 当該資産除去債務の金額の算定方法 
使用見込期間を当該契約の期間および建物の耐用年数に応じて20年～50年と見積り、割引率

は2.148％～2.287％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 
③ 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高 (注) 127百万円
時の経過による調整額 3百万円
期末残高 131百万円

(注) 当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準｣（企業会計基準委員会 平成20
年３月31日 企業会計基準第18号）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針｣ 
(企業会計基準委員会 平成20年３月31日 企業会計基準適用指針第21号）を適用したこ
とによる期首時点における残高であります。 

  (2) 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの  
当社グループは賃貸借契約に基づき使用する店舗や事務所等のうち一部については、退去時に

おける原状回復にかかる債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明
確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もる
ことができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 
12. １株当たり情報の注記 
 (1) １株当たり純資産額  21円17銭
 (2) １株当たり当期純損失  ０円19銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本 
  

独立監査人の監査報告書 
 
 

 
平成23年２月24日 

ラオックス株式会社 

 取締役会 御中  

清 和 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士 南 方 美千雄 ㊞ 
   

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士 江 黒 崇 史 ㊞ 
 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ラオックス株式会社の平成22年

４月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ

た。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連

結計算書類に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうか

の合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体

としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、ラオックス株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連

結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 

以  上 
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書謄本 
 
 
 

監 査 報 告 書 
 

 当監査役会は、平成22年４月１日から平成22年12月31日までの第35期事業年度の取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告

書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、法務・内部監査室等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境

の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び法務・内部

監査室等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査致し

ました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 

2. 監査の結果 

連結計算書類の監査結果 

会計監査人、清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

   平成23年２月24日 
 

ラオックス株式会社監査役会 

監査役（常勤) 花 田 房 雄㊞ 

監査役（社外) 西 澤 民 夫㊞ 

監査役（社外) 石 渡 隆 生㊞ 
  

 
以 上 
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貸 借 対 照 表 

(平成22年12月31日現在)
 

資   産   の   部 負   債   の   部 

科         目 金    額 科         目 金    額 

 
流 動 負 債 

買 掛 金

１年内返済長期借入金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

前 受 金

ポ イ ン ト 引 当 金

預 り 金

そ の 他

固 定 負 債 

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

長 期 預 り 敷 金 保 証 金

資 産 除 去 債 務

そ の 他

百万円 

1,533 

767 

73 

509 

32 

4 

90 

38 

16 

0 

1,403 

16 

331 

319 

594 

110 

29 

負 債 合 計 2,936 

純  資  産  の  部 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 

その他有価証券評価差額金 

5,789 

3,450 

2,768 

1,450 

1,318 

△3 

△3 

△3 

△425 

△4 

△4 

 
流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 
売 掛 金 
商 品 及 び 製 品 
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 
前 払 費 用 
未 収 入 金 
前 渡 金 
１年内回収予定の差入保証金 
預 け 金 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
構 築 物 
車 両 運 搬 具 
器 具 備 品 
土 地 

無 形 固 定 資 産 
借 地 権 
商 標 権 
ソ フ ト ウ エ ア 

投 資 そ の 他 の 資 産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
出 資 金 
長 期 貸 付 金 
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 
長 期 前 払 費 用 
敷 金 保 証 金 
長 期 未 収 入 金 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

繰 延 資 産 
株 式 交 付 費 

百万円

3,826 
453 
495 

2,008 
6 

135 
317 
90 
129 
106 
83 
△0 

4,885 
1,008 

849 
4 
0 

147 
6 

67 
0 
3 

64 
3,808 

14 
70 
0 

133 
3,509 

6 
3,645 

344 
48 

△3,963 
9 
9 純 資 産 合 計 5,785 

資 産 合 計 8,721 負 債 純 資 産 合 計 8,721 
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損 益 計 算 書 

(平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで)

 
科        目 金        額 

  百万円 

売 上 高 9,326  

売 上 原 価  7,180  

売 上 総 利 益  2,145  

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  2,371  

営 業 損 失  226  

営 業 外 収 益    

受 取 利 息 及 び 配 当 金 12    

仕 入 割 引 21    

為 替 差 益 22    

そ の 他 37  94  

営 業 外 費 用    

支 払 利 息 15    

売 上 割 引 6    

そ の 他 5  27  

経 常 損 失  159  

特 別 利 益    

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5    

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 戻 入 額 239    

投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額 2,241    

ポ イ ン ト 引 当 金 戻 入 額 86    

そ の 他 42  2,615  

特 別 損 失    

関 係 会 社 株 式 評 価 損 2,242    

店 舗 整 理 損 26    

資産除去債務会計基準適用に伴う影響 170    

そ の 他 4  2,443  

税 引 前 当 期 純 利 益  12  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3    

法 人 税 等 調 整 額 11  15  

当 期 純 損 失  3  
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株主資本等変動計算書 

(
平成22年４月１日から
平成22年12月31日まで) 

 
株   主   資   本 

資 本 剰 余 金  
資 本 金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成22年３月31日残高(百万円) 2,000 ― 9,355 9,355 
事業年度中の変動額  

新 株 の 発 行 1,250 1,250 1,250 
新 株 の 発 行 
(新株予約権の行使) 

200 200 200 

欠 損 填 補 △7,774 △7,774 
当 期 純 損 失 ― 
自己株式の取得 ― 
自己株式の消却 △261 △261 
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
事業年度中の変動額(純額) 

― 

事業年度中の変動額合計(百万円) 1,450 1,450 △8,036 △6,586 
平成22年12月31日残高(百万円) 3,450 1,450 1,318 2,768 

 
株   主   資   本 

利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金
 

繰越利益剰余金
利益剰余金合計

自己株式 株主資本合計 

平成22年３月31日残高(百万円) △7,774 △7,774 △425 3,154 
事業年度中の変動額  

新 株 の 発 行 ― ― 2,500 
新 株 の 発 行 
(新株予約権の行使) 

― ― 400 

欠 損 填 補 7,774 7,774 ― ― 
当 期 純 損 失 △3 △3 ― △3 
自己株式の取得 ― △261 △261 
自己株式の消却 ― 261 ― 
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
事業年度中の変動額(純額) 

― ― 

事業年度中の変動額合計(百万円) 7,771 7,771 △0 2,635 
平成22年12月31日残高(百万円) △3 △3 △425 5,789 
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評 価 ・ 換 算 差 額 等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

純 資 産 合 計 

平成22年３月31日残高(百万円) △0 △0 3,153 

事業年度中の変動額  

新 株 の 発 行 ― 2,500 

新株の発行(予約権の行使) ― 400 

欠 損 填 補 ― ― 

当 期 純 損 失 ― △3 

自己株式の取得 ― △261 

自己株式の消却 ― ― 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
事業年度中の変動額(純額) 

△3 △3 △3 

事業年度中の変動額合計(百万円) △3 △3 2,631 

平成22年12月31日残高(百万円) △4 △4 5,785 
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個 別 注 記 表 
 
 1. 重要な会計方針 
  (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 
     子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法 
     その他有価証券 
       時価のあるもの…… 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
       時価のないもの…… 移動平均法による原価法 
  (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準は、原価法（貸借対照表価額については収
益性の低下による簿価切り下げの方法）によっております。 

     ① 商 品… 先入先出法に基づく原価法 
ただし、書籍及びAVソフト等の一部については売価還元法に基づく原価法（貸
借対照表価額については収益性の低下による簿価切り下げの方法） 

     ② 貯蔵品… 終仕入原価法に基づく原価法 
  (3) 固定資産の減価償却の方法 
   ① 有形固定資産 
      定額法によっております。 
      なお、主要な耐用年数は以下の通りであります。 
      建物（建物附属設備) ２～39年 
      その他        ２～15年 
   ② 無形固定資産 
      定額法によっております。 
      なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 
      ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 
   ③ 長期前払費用 
      店舗を賃借するために支出する権利金等は、当該賃貸借期間により期限内均等償却の方法

によっており、その他は法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 
  (4) 繰延資産の処理方法 
     株式交付費…支出時に資産計上しているため、３年で定額法により償却しております。 
  (5) 引当金の計上基準 
   ① 貸倒引当金 
     債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
   ② 賞与引当金 
     従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上するこ

ととしております。 
   ③ 退職給付引当金 
     従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務から適格退職年金資産

評価額を控除して算出し、簡便法により計上しております。 
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   ④ 役員退職慰労引当金 
     役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員の退職慰労金に関する内規に基づく期末要支払

額を計上しております。ただし、業績の状況を勘案し、当事業年度の在任期間に対する退職慰
労金については支給しないことを、取締役会で決議しており、引当金の繰入は行っておりませ
ん。 

   ⑤ ポイント引当金 
     当社は、将来の「ラオックスメンバーズカード」の使用による費用発生に備えるため、使用

実績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対して見積額を計上して
おります。 

  (6) 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準 
 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。 

  (7) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
   ① 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
   ② 百万円未満の端数処理については計算書類の各数値をそれぞれ切捨て表示しております。 
  (8) 重要な会計方針の変更 

当事業年度より、｢資産除去債務に関する基準｣（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及
び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月
31日）を適用しております。 

これにより、当事業年度の営業損失及び経常損失がそれぞれ13,455千円増加し、税引前当期純
利益が183,722千円増加しております。また当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動
額は109,127千円であります。 

  (9) 表示方法の変更 
(貸借対照表関係） 
 ｢預け金」106百万円につきましては、当期より「その他」から独立項目として表示しており
ます。 
 なお、前事業年度の「預け金」の金額は39百万円です。 
 ｢長期未収入金」344百万円につきましては、当期より「その他」から独立項目として表示し
ております。 
 なお、前事業年度の「長期未収入金」の金額は316百万円です。 

 
 2. 貸借対照表の注記 
  (1) 関係会社に対する金銭債権債務 
    関係会社に対する短期金銭債権 10百万円
    関係会社に対する長期金銭債権 3,592百万円
    関係会社に対する短期金銭債務 87百万円
    関係会社に対する長期金銭債務 12百万円
  (2) 担保に関する債務 
    未払金 289百万円

 なお、将来回収予定の不動産賃貸収入270百万円を、譲渡担保として差し入れております。 
  (3) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 2,306百万円
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 3. 損益計算書の注記 

  (1) 関係会社との取引高 

    営業取引による取引高 

 売上高 3百万円

 仕入高 104百万円

    営業取引以外の取引による取引高 

 雑収入 7百万円

  (2) 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価の切下げ額 

 売上原価 146百万円

 

 4. 株主資本等変動計算書の注記 

  (1) 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) 245,142 46,596 ― 291,738 

A種優先株式(千株) 1,500 ― 1,500 ― 

合計 246,642 46,596 1,500 291,738 

  (変動事由の概要) 

普通株式 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権行使による増加          20,000千株 
第三者割当増資による増加          26,596千株 

Ａ種優先株式 
減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

自己株式の消却による減少          1,500千株 

 

  (2) 自己株式に関する事項 

 前事業年度末株数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

普通株式(千株) 4,064 2 ― 4,067 

A種優先株式(千株) 300 1,200 1,500 ― 

合計 4,364 1,202 1,500 4,067 

  (変動事由の概要) 

普通株式 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加          2千株 
Ａ種優先株式 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
取得請求権行使に基づく取得による増加    1,200千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 
自己株式の消却による減少          1,500千株 
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  (3) 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(千株) 

会社名 内訳 
目的となる

株式の種類
前事業

年度末
増加 減少 

当事業 

年度末 

当事業 

年度末残高

(百万円) 

第１回新株予約権 普通株式 257 ― ― 257 ― 
当社 

第２回新株予約権 普通株式 20,000 ― 20,000 ― ― 

合計 20,257 ― 20,000 257 ― 

(注) 1. 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

    2. 目的となる株式の数の変動事由の概要 

     第２回新株予約権の減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。 
 
 5. 税効果会計の注記 
  (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
   （繰延税金資産） 
     繰越欠損金 18,338百万円
     貸倒引当金損金算入限度超過額 1,607百万円
     減損損失 391百万円
     関係会社株式評価損否認 1,734百万円
     退職給付引当金損金算入限度超過額 134百万円
     役員退職慰労引当金 130百万円
     未払値引否認 15百万円
     その他 176百万円
     繰延税金資産小計 22,529百万円
     評価性引当額 △22,471百万円
     繰延税金資産合計 57百万円
 
   （繰延税金負債） 
     有形固定資産 △16百万円
     繰延税金負債合計 △16百万円
     繰延税金資産の純額 40百万円
 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の
内訳 

    当事業年度において、当期純損失を計上したために記載を省略しております。 
 
 6. リースにより使用する固定資産の注記 

該当事項はありません。 
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 7. 関連当事者との取引の注記 
  (1) 親会社及び法人主要株主等 
 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又
は出資金
(USD)

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 

新株予約権 
行使（※１)

213 ― ― 

法人主要株主 
GRANDA 
MAGIC 
LIMITED 

Cayman 
Islands 

50,000 投資業務 
被所有
直接34.3

資金の出資

第三者割当 
増資（※２）

2,000 ― ― 

  取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 1. 平成21年７月24日開催の臨時株主総会において発行が決議された新株予約権の権利行使で

あり、取引金額については、権利行使株式数10,660千株に株式の発行価格20円を乗じた金

額を記載しております。 

2. 平成22年８月16日開催の当社取締役会決議に基づき、第三者割当増資の引受により一株に

つき94円で21,276千株を引受けたものであります。 

3. 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

4. GRANDA MAGIC LIMITEDは、蘇寧電器股份有限公司が出資している会社であります。 

 

  (2) 役員及び個人主要株主等 
 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 

卸売上 29 売掛金 23 

新株予約権 
行使（※２）

186 ― ― 

役員及びその 
近親者が議決 
権の過半数を 
所有している 
会社等 
(当該会社等 
の子会社を 
含む） 

日本観光免税㈱ 
（注１） 

東京都 
目黒区 

444 商業流通事業
被所有
直接25.3

商品の 
卸売り 

第三者割当 
増資（※３)

500 ― ― 

  取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 1. 当社代表取締役社長羅怡文及びその近親者が議決権の55.12％を直接所有しております。 

2. 平成21年７月24日開催の臨時株主総会において発行が決議された新株予約権の権利行使で

あり、取引金額については、権利行使株式数9,340千株に株式の発行価格20円を乗じた金額

を記載しております。 

3. 平成22年８月16日開催の当社取締役会決議に基づき、第三者割当増資の引受により一株に

つき94円で5,319千株を引受けたものであります。 

4. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

 8. １株当たり情報の注記 

 (1) １株当たり純資産額  20円11銭

 (2) １株当たり当期純損失  ０円１銭
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会計監査人の監査報告書謄本 
  

独立監査人の監査報告書 
 
 

平成23年２月24日 
ラオックス株式会社 

 取締役会 御中  

清 和 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士 南 方 美千雄 ㊞ 
   

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士 江 黒 崇 史 ㊞ 
 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ラオックス株式会社の平

成22年４月１日から平成22年12月31日までの第35期事業年度の計算書類、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい

て監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの

評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の

財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 

以  上 
  



〆≠●0 
02_0884701102303.doc 
ラオックス㈱様 招集 2011/03/02 16:49印刷 24/25 
 

― 37 ― 

監査役会の監査報告書謄本 
 
 

監 査 報 告 書 
 

 当監査役会は、平成22年４月１日から平成22年12月31日までの第35期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと

おり報告いたします。 

 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

  監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求めました。 

  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、

取締役、法務・内部監査室等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと

もに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び法務・内部監査室等からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要

な事業所において業務及び財産の状況を調査致しました。 

  また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制その他株式会社の

業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める

体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ

ステム）の状況を監視及び検証いたしました。 

  子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき当該事業年度に係る事業報告及びそ

の付属明細書について検討致しました。 

  さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会

社計算規則第131条に掲げる事項）を我が国における品質管理基準である「監査に関する品質管理

基準｣、品質管理基準委員会報告書第１号「監査事務所における品質管理｣、監査基準委員会報告

書第32号「監査業務に於ける品質管理」に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説

明を求めました。 

  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書及び計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）その附属明細書について検討致しました。 
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2. 監査の結果 

 (1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。 

二 取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する取締役の職務遂行についても、指摘すべき事項は認められません。な

お、財務報告に係る内部統制の評価及び監査は未了です。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人、清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

   平成23年２月24日 

ラオックス株式会社監査役会 

監査役（常勤) 花 田 房 雄 ㊞ 

監査役（社外) 西 澤 民 夫 ㊞ 

監査役（社外) 石 渡 隆 生 ㊞ 

  
 

以 上 
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株主総会参考書類 
 

議案及び参考事項 

 第１号議案 定款一部変更の件 

 1. 提案の理由 

当社のＡ種優先株式については、自己株式となっていた全株式の消却（平成22年９月30日

決議、平成22年10月15日登記）を実施し、現在の発行株式数は０株となっていることから、

Ａ種優先株式の発行を中止することに伴い、第７条、第８条、第９条、第10条を削除し、第

11条に所要の変更を行い、第11条以降の条文の条数を繰り上げるために所要の変更を行うも

のであります。 

 

 2. 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します｡） 

現 行 定 款 変 更 案 

第２章 株式 第２章 株式 

(発行可能種類株式総数) 

第７条 当会社の発行可能種類株式総数は、次のと

おりとする｡ 

1. 普通株式    ９億5,000万株 

2. Ａ種優先株式    2,000万株 

削   除 

(剰余金の配当) 

第８条 当会社は、剰余金の配当（配当財産の種類

を問わない｡）をするときは、当該配当の基

準日の 終の株主名簿に記載又は記録された

Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先

株主」という｡）又はＡ種優先株式の登録株

式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者｣

という｡）に対し、Ａ種優先株式１株につ

き、普通株式１株当たりの配当金に、その時

点におけるＡ種優先株式転換比率（下記第10

条(2)において定められる｡）を乗じて得られ

る額の配当（以下「Ａ種配当金」という｡)

を、同日の 終の株主名簿に記載又は記録さ

れた普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という｡）又は普通株式の登録株式質権

者（以下「普通登録株式質権者」という｡) 

と同順位にてする｡ 
 

削   除 
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現 行 定 款 変 更 案 

(残余財産の分配) 

第９条 当会社は、残余財産の分配をするときは、

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に

対して、普通株主又は普通登録株式質権者に

先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円（以

下「Ａ種優先残余財産分配金」という｡）を

分配する｡ 

② 当会社は、前項に基づく分配後、さらに残

余する財産があるときは、Ａ種優先株主又は

Ａ種優先登録株式質権者に対して、Ａ種優先

株式１株につき、普通株式１株当たりの残余

財産分配額に、その時点におけるＡ種優先株

式転換比率を乗じて得られる額の残余財産

を、普通株主又は普通登録株式質権者と同順

位にて分配する｡ 

削   除 

(取得請求権) 

第10条 普通株式を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、当会社に対し、以下に定

める取得請求期間中、以下に定める取得の条

件で、その有するＡ種優先株式の全部又は一

部につき、普通株式の交付を対価とする取得

を請求することができる｡ 

(1) 取得請求期間 

平成20年８月８日から平成29年８月８日まで

とする｡ 

(2) 取得の条件 

当会社は、本件請求に係るＡ種優先株式を取

得したときは、Ａ種優先株式１株につき下記

(イ)乃至(ロ)に定める取得価額に基づいて算定

される数（Ａ種優先株式１株とかかる数との割

合を「Ａ種優先株式転換比率」という｡）の当

会社の普通株式を交付する｡ 

(イ) 当初取得価額 

１株当たり25円とする｡ 

(ロ) 取得価額の調整 

(a) Ａ種優先株式発行後、以下に掲げる事由

が発生した場合には、それぞれ以下のとお

り取得価額を調整する｡ 
 

削   除 
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現 行 定 款 変 更 案 

(ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式

無償割当てをする場合、以下の算式に

より取得価額を調整する。なお、株式

無償割当ての場合には、下記の算式に

おける「分割前発行済普通株式数」は 

｢無償割当て前発行済普通株式数（但

し、その時点で当会社が保有する普通

株式を除く｡)｣、｢分割後発行済普通株

式数」は「無償割当て後発行済普通株

式数（但し、その時点で当会社が保有

する普通株式を除く｡)｣ とそれぞれ読

み替える｡ 
 

分割前発行済普通株式数
調整後取得価額＝調整前取得価額× 

分割後発行済普通株式数
  

調整後の取得価額は、株式の分割に

係る基準日又は株式無償割当ての効力

が生ずる日（無償割当てに係る基準日

を定めた場合は当該基準日）の翌日以

降、これを適用する｡ 

 

(ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場

合、株式の併合の効力が生ずる日をも

って次の算式により、取得価額を調整

する｡ 
 

併合前発行済普通株式数
調整後取得価額＝調整前取得価額× 

併合後発行済普通株式数
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現 行 定 款 変 更 案 

(ⅲ) 調整前の取得価額を下回る払込金額

をもって普通株式を発行又は当会社が

保有する普通株式を処分する場合（無

償割当ての場合、普通株式の交付と引

換えに取得される株式若しくは新株予

約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。以下本(ⅲ)において同じ｡)

の取得による場合又は普通株式を目的

とする新株予約権の行使による場合を

除く｡)、次の算式（以下 ｢取得価額調

整式」という｡）により取得価額を調整

する。調整後の取得価額は、払込期日 

(払込期間を定めた場合には当該払込期

間の 終日。以下本(a)において同

じ｡）の翌日以降、また、株主への割当

てに係る基準日を定めた場合は当該基

準日（以下「株主割当日｣ という｡）の

翌日以降これを適用する。なお、当会

社が保有する普通株式を処分する場合

には、次の算式における「新たに発行

する普通株式の数」は「処分する当会

社が保有する普通株式の数｣、｢当会社

が保有する株式の数」は「処分前にお

いて当会社が保有する普通株式の数｣

とそれぞれ読み替える｡ 
 

    
新たに発行
する普通
株式の数

×
１株当たり
払込金額(

 
発行済 
普通株式 
の数 

 
－ 

 
当社が保有 
する普通 
株式の数 

 

)
 

＋ 
調整前取得価額 調整後 

取得価額 
 
 

＝ 
 
 

調整前 
取得価額 
 
 

× 
 
 (

発行済 
普通株式 
の数 

－ 
当社が保有 
する普通 
株式の数 )＋

新たに発行
する普通
株式の数

     
但し、本(ⅲ)による取得価額の調整

は、Ａ種優先株式の発行済株式の総数

の過半数を有するＡ種優先株主がかか

る調整を不要とした場合には行われな

い｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

(ⅳ) 調整前の取得価額を下回る価額をも

って、(x)普通株式の交付と引換えに当

会社に取得される株式、新株予約権若

しくはその他の証券又は当会社に対し

て取得を請求できる株式、新株予約権

若しくはその他の証券を発行又は処分

する場合（無償割当ての場合を含む｡)

又は、(y)普通株式を目的とする新株予

約権の交付と引換えに当会社に取得さ

れる株式、新株予約権若しくはその他

の証券又は当会社に対して取得を請求

できる株式、新株予約権若しくはその

他の証券を発行又は処分する場合（無

償割当ての場合を含む｡)、かかる株

式、新株予約権若しくはその他の証券

の払込期日（新株予約権の場合は割当

日。以下本(ⅳ)において同じ｡）に、無

償割当ての場合にはその効力が生ずる

日（無償割当てに係る基準日を定めた

場合は当該基準日。以下本(a)において

同じ｡）に、また株主割当日がある場合

はその日に、発行又は処分される株

式、新株予約権若しくはその他の証券

の全てが当初の条件で取得又は行使等

され普通株式が交付されたものとみな

し、取得価額調整式において、上記(x)

又は(y)における発行価額又は処分価額

を「１株当たり払込金額」として使用

して算定される額を、調整後の取得価

額とする。調整後の取得価額は払込期

日の翌日以降、無償割当ての場合には

その効力が生ずる日の翌日以降、また

株主割当日がある場合にはその日の翌

日以降、これを適用する。但し、本

(ⅳ)による取得価額の調整は、Ａ種優

先株式の発行済株式の総数の過半数を

有するＡ種優先株主がかかる調整を不

要とした場合には行われない｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

(ⅴ) 行使することにより、調整前の取得

価額を下回る価額をもって普通株式又

は普通株式の交付と引換えに取得され

る株式若しくは当会社に対して取得を

請求できる株式の交付を受けることが

できる新株予約権を発行する場合（無

償割当ての場合を含む｡)、かかる新株

予約権の割当日に、無償割当ての場合

にはその効力が生ずる日に、また株主

割当日がある場合はその日に、発行さ

れる新株予約権全てが当初の条件で行

使されて普通株式が交付されたものと

みなし、取得価額調整式において「１

株当たり払込金額」として新株予約権

の行使に際して出資される財産の１株

当たりの価額を使用して算定される額

を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、かかる新株予約権の割

当日の翌日以降、無償割当ての場合に

はその効力が生ずる日の翌日以降、ま

た株主割当日がある場合にはその翌日

以降、これを適用する。但し、本(ⅴ)

による取得価額の調整は、Ａ種優先株

式の発行済株式の総数の過半数を有す

るＡ種優先株主がかかる調整を不要と

した場合には行われない｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記

(ⅰ)乃至(ⅳ)のいずれかに該当する場合に

は、当会社はＡ種優先株主およびＡ種優先

登録株式質権者に対して、あらかじめ書面

によりその旨並びにその事由、調整後の取

得価額、適用日およびその他必要な事項を

通知したうえ、取得価額の調整を適切に行

うものとする｡ 

(ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他

の株式会社の発行済株式の全部の取

得、株式移転、吸収分割、吸収分割に

よる他の会社がその事業に関して有す

る権利義務の全部若しくは一部の承

継、又は新設分割のために取得価額の

調整を必要とするとき｡ 

(ⅱ) 前(ⅰ)のほか、普通株式の発行済株

式の総数（但し、当会社が保有する普

通株式の数を除く｡）の変更又は変更の

可能性を生ずる事由の発生によって取

得価額の調整を必要とするとき｡ 

(ⅲ) 上記(a)の(ⅳ)に定める株式、新株予

約権又はその他の証券につきその取得

又は行使等により普通株式が交付され

得る期間が終了したとき。但し、当該

株式、新株予約権又はその他の証券全

てにつき普通株式が交付された場合を

除く｡ 

(ⅳ) 上記(a)の(ⅴ)に定める新株予約権の

行使期間が終了したとき。但し、当該

新株予約権全てにつき行使請求が行わ

れた場合を除く｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場

合は、特段の定めがない限り、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する｡ 

 

(d) 取得価額の調整に際し計算を行った結

果、調整後取得価額と調整前取得価額との

差額が１円未満にとどまるときは、取得価

額の調整はこれを行わない。但し、その後

取得価額の調整を必要とする事由が発生

し、取得価額を算出する場合には、調整前

取得価額はこの差額を差引いた額とする｡ 

 

(e) 取得価額の調整が行われる場合には、当

会社は、関連事項決定後直ちに、Ａ種優先

株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し

て、その旨並びにその事由、調整後の取得

価額、適用日およびその他の必要事項を通

知しなくてはならない｡ 

 

(ハ) 取得により交付すべき普通株式数 

Ａ種優先株式の取得により交付すべき当

会社の普通株式数は、次のとおりとする｡ 
 

Ａ種優先株主が取得請求のために提出した
Ａ種優先株式の払込金額の総額  

普通株式数＝ 
取得価額 

  
但し、Ａ種優先株主が取得請求のために

提出したＡ種優先株式の払込金額の総額

は、Ａ種優先株式につき、株式分割、株式

併合又はこれに類する事由があった場合に

は、適切に調整される。取得により交付す

べき普通株式数の算出にあたって、１株未

満の端数が生じたときはこれを切り捨て、

会社法第167条第３項に定める金銭による調

整は行わない｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

(ニ) 取得請求受付場所 

当社株主名簿管理人 

(ホ) 取得の効力発生 

取得の効力は、取得請求書および取得請

求に係るＡ種優先株式の株券が上記(ニ)に

記載する取得請求受付場所に到着した時に

発生する。但し、Ａ種優先株式の株券が発

行されないときは、株券の提出を要しない｡

 

② 現金を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、平成20年８月８日以降平

成24年８月８日までの間、その保有するＡ種

優先株式の全部又は一部について、第１項に

定める普通株式を対価とする取得請求に代わ

り、当会社に対して、現金を対価とする取得

を請求することができるものとし、当会社

は、Ａ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優

先株式を取得するのと引換えに、Ａ種優先株

式１株につき以下に定める額の金銭を当該Ａ

種優先株主に対して交付するものとする｡ 

500円に、Ａ種優先株式発行日（同日を含

む｡）から取得日（同日を含む｡）までの期間

につき年率複利換算10％で算出される利息相

当額を加算した額｡ 

 

(単元株式数) 

第11条 当会社の単元株式数は、普通株式およびＡ

種優先株共に1,000株とする。 

(単元株式数) 

第７条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。 

 

 
 

以下条数を繰り上げる｡ 
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 第２号議案 取締役７名選任の件 

取締役全員（７名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役７

名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。 
  
候補者
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 
所有する 
当  社 
株式の数 

１ 
羅  怡 文 

(昭 和 3 8 年 ４ 月 2 9 日 生) 

平成４年 東京池袋に中文書店を開店、中国語

新聞『中文導報』を創刊 

平成７年 中文産業株式会社創立 

 代表取締役就任（現任） 

平成９年 株式会社ラクラクコミュニケーショ

ンズ設立、代表取締役就任（現任） 

平成18年 上海新天地株式会社（現日本観光免

税株式会社）設立、代表取締役就任 

(現任） 

平成21年８月 当社代表取締役就任（現任） 

―株 

２ 
蒋 勇 

(昭 和 4 6 年 ７ 月 1 5 日 生) 

平成７年 江蘇蘇寧交家電有限公司 入社 

 蘇寧電器販売管理センター副総監 

 チェーン発展センター総監を歴任 

平成21年６月 同社チェーン発展本部執行総裁（現

任） 

 兼 商業企画センター総監 

 兼 リース開発センター総監 

平成21年８月 当社取締役就任（現任） 

―株 

３ 
卜 揚 

( 昭 和 4 8 年 ９ 月 2 2 日 生 ) 

平成17年１月 蘇寧電器股份有限公司 

 マーケティング企画管理本部 総監 

就任 兼 出店管理本部 総監就任 

平成18年１月 同社マーケティング企画管理本部 

総監 

平成20年１月 同社営業販売本部 執行副総裁 就

任  兼 マーケティング企画管理本

部 総監（現任） 

平成22年11月 当社取締役就任（現任） 

―株 

４ 
王 哲 

(昭 和 4 2 年 ６ 月 1 1 日 生) 

平成15年９月 蘇寧電器股份有限公司入社 

 営業管理センター常務副総監 

 市場計画管理センター副総監 

 営業本部購買及び電子ビジネス総監

を歴任 

平成21年６月 営業本部執行副総裁（現任） 

平成21年８月 当社取締役就任（現任） 

―株 
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候補者
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 
所有する 
当 社 の 
株式の数 

５ 
韓 楓 

( 昭 和 5 7 年 １ 月 ５ 日 生 ) 

平成17年１月 蘇寧電器股份有限公司 董事会秘書

室 秘書 

平成17年８月 同社証券事務 代表 就任（現任） 

平成22年11月 当社取締役就任（現任） 

―株 

６ 
早 瀨 恵 三 

(昭 和 3 3 年 1 0 月 2 8 日 生) 

昭和57年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井

住友銀行）入社 

平成12年４月 同行法人営業部 ターンアラウンド

チーム長就任 

平成14年４月 SMBCコンサルティング株式会社 財

務アドバイザリーヘッドグループ長

就任 

平成14年11月 株式会社マックスリアルティ常務取

締役就任 

平成17年２月 マイルストーンターンアラウンドマ

ネジメント株式会社設立 代表取締

役就任（現任） 

平成20年２月 当社取締役就任（現任） 

―株 

７ 
中 林  毅 

(昭 和 3 5 年 １ 月 2 6 日 生) 

昭和57年４月 株式会社日本開発銀行（現株式会社

日本政策投資銀行入行） 

平成12年６月 株式会社アイティーファーム入社 

平成13年６月 同社取締役就任 

平成22年６月 同社執行役員（現任） 

―株 

 
(注) 1. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。 

2. 早瀨恵三、中林毅の各氏は社外取締役候補者であり、各氏を社外取締役の候補者とした理由は、
次のとおりであります。 
①早瀨恵三氏はマイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社の経営に携わっております。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験に
基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。同氏は現在当社の社外取締役であ
り、その就任期間は本総会終結の時をもって３年になります。 

②中林毅氏はハーバード大学の修士号を取得されるなどグローバルな視野をお持ちなだけでなく、
長年にわたる銀行での実務経験や数多くの企業のコンサルティングにより培われた人脈に基づく、
日中のGATEWAYビジネスへの的確な助言を期待したためであります。 
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3. 責任限定契約の概要 
当社は、現在、会社法第427条第１項の規定及び当社現行定款第33条に基づき早瀨恵三氏と、会

社法第425条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、中林毅氏につきましても、締
結予定であります。なお、当該契約の内容の概要は以下の通りです。 
・社外取締役が、任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合、その職務を行うにつ
き善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める 低責任限度額を限度と
して責任を負う。 

 

 第３号議案 監査役１名選任の件 

常勤監査役花田房雄氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、花田氏の

補欠として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、当社定款の定めによりそ

の任期は退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。監査役候補者は次のとおり

であります。 

なお、本議案は監査役会の同意を得ております。 
 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 
所有する 
当  社 
株 式 数 

山 下  巖 

(昭 和 2 2 年 ３ 月 3 1 日 生) 

昭和44年４月 松下電器産業株式会社入社 

昭和45年３月 株式会社ナカウラ入社 

平成９年10月 同社常務取締役営業本部長就任 

平成12年４月 当社入社 広報部長就任 

平成17年６月 当社執行役員 広報IR室長就任 

平成19年６月 当社代表取締役就任 

平成21年８月 当社顧問就任（現任） 

普通株式 
14,000株 

 
(注) 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 
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 第４号議案 会計監査人選任の件 

当社の会計監査人である清和監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により

退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。会計監査人候補は、

次のとおりであります。 

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

1. 名  称 あらた監査法人 

2. 事 務 所 主たる事務所 東京都中央区銀座八丁目21番１号 

3. 沿  革 平成18年６月 設立 

出資金 20億4200万円 

業務内容 コアアシュアランス 

財務諸表監査・内部統制監査・その他証明業務 

財務報告アドバイザリー 

財務報告・財務報告に係る内部統制・株式公開支援 

財務に係る調査業務・IFRSへの対応 

リスク・コントロール・ソリューション 

システム監査・内部統制・コーポレートガバナンス 

リスク管理・コンプライアンス・内部監査 

情報セキュリティ関連・データ検証・サステナビリティ 

構成人員（平成22年11月末現在） 

 パートナー（公認会計士）……………人数  104名 

専門職員（公認会計士）………………人数  590名 

専門職員（会計士補・試験合格者）…人数 1,177名 

（システム監査担当、内部監査担当など、公認会計士以外

の有資格者を含む） 

事務職員…………………………………人数  286名 

関与会社数（平成22年６月末現在） 

4. 概  要 

 金融商品取引法・会社法監査…………社数  182社 

会社法監査………………………………社数  419社 

任意監査…………………………………社数  456社 
 

以 上 
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株主総会会場ご案内 

 
東京都千代田区神田佐久間町１－15 

当社MUSICVOX秋葉原 10階会議室 
 
 

 
ＪＲ 秋葉原駅   中央改札口     徒歩１分 

 
（お車でのご来場はご遠慮下さい） 




